
１　令和４年度要保護児童相談　新規受理件数

（１）種別及び年齢別の新規受理件数 (下段の数値は、令和３年度の件数）

0～2 3～5 6～11 12～14 15～17

歳 歳 歳 歳 歳

7 9 29 6 1 1 53
5 14 22 7 2 2 52

ネグレクト 5 7 10 1 0 0 23
（養育放棄等） 6 7 12 3 0 2 30

1 1 1 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0

52 38 63 32 13 26 224
44 45 64 16 4 43 216

64 55 103 40 14 27 303
55 66 98 26 6 47 298

13 14 19 3 1 50
7 8 15 2 4 2 38

77 69 122 43 15 27 353
62 74 113 28 10 49 336

70 47 112 47 16 2 294
63 53 77 43 9 1 246

147 116 234 90 31 29 647
125 127 190 71 19 50 582

  　令和４年度種別内訳

令和４年度子ども家庭支援センターにおける要保護児童相談について

種別 不明

相談

（虐待以外）

総合計

合計

合計

虐
待

身体的虐待

性的虐待

 年齢別受理状況(虐待非該当含む）

小計

虐待非該当

文 教 ・ 子 ど も 委 員 会 資 料

令 和 ５ 年 ５ 月 ３ １ 日

子育て支援部子ども家庭支援センター

心理的虐待

身体的虐待,

53件,
8.2%

ネグレクト, 

23件, 
3.6%

性的虐待,

3件,
0.5%

心理的虐待, 

224件, 
34.6%虐待非該当,

50件, 
7.7%

相談（虐待以

外）, 

294件,
45.4%

0～2歳,

147件, 
22.7%

3～5歳,

116件, 
17.9%

6～11歳,

234件, 36.2%

12～14歳,

90件, 13.9%

15～17歳,

31件, 4.8%

不明, 

29件, 4.5%
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（２）相談経路別新規受理件数

相談 相談

（虐待以外） （虐待以外）

173 27 200 120 39 159

8 2 10 1 1 2

34 47 81 60 59 119

9 64 73 13 46 59

9 14 23 4 12 16

20 13 33 25 16 41

0 0 0 0 0 0

10 9 19 15 9 24

2 1 3 6 3 9

38 38 76 40 21 61

2 8 10 1 4 5

0 0 0 0 0 0

3 2 5 3 1 4

18 62 80 19 33 52

23 3 26 20 0 20

0 0 0 0 0 0

4 4 8 9 2 11

353 294 647 336 246 582

（３）主たる虐待者別件数

合　　　計

近隣・知人

経　　路
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福祉事務所（都道府県・指定都市等）
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計
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（４）月別要保護(虐待）新規受理件数(虐待非該当含む）

（５）要保護(虐待）新規受理件数の推移(虐待非該当含む）

２　令和４年度の要保護児童対応状況

一時保護

養育家庭委託

施設入所

終結

虐待以外へ変更

虐待へ変更
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1
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3

終結計

終
結

上
記
内
数

26

10

362

83

294

377

244

262

4

0

前年度からの継続

0

虐待

新規受理

対応計 421

68

353

277
333

377
336 353

0

50

100

150

200

250

300

350

400

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

25

39 39

31

12

26

50

20

28

16

26

2420

38 38

34

27
23

48 30

23

23

24

25

0

10

20

30

40

50

60

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3年度 4年度

3 



別紙

　東京都では、子ども家庭支援センターと児童相談所の間で責任の所在があいまいになるこ

とを防ぎ、児童虐待相談等に適切に対応する目的で、相互の共通理解のもと、両機関で東京

の実情にあった円滑な連絡・調整のルールとして「東京ルール」を定めている。また、東京

ルールにおける両機関のより一層の緊密な連携・協働を円滑に行えるようにするため、「共

有ガイドライン」を作成している。

　平成２８年の児童福祉法改正を受け、東京ルール及び共有ガイドラインを改定し、令和元

年１０月から運用している。

　　① 近隣・知人からの通告（泣き声通告等）

　　② 警察からの通告（面前DV等）

　　③ その他区市町村による身近な支援の方が適しているケース

（２） 児童相談所から子ども家庭支援センターへの「指導委託」の新設

　　① 児童相談所としての援助が終了間近であるケース

　　② 一時保護や児童福祉施設等からの家庭復帰後の支援

　　③ 同居児童の届出を行った家庭への指導

３　送致・委託の実績

令和4年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

4/1～3/31 4/1～3/31 4/1～3/31 10/1～3/31

70 48 76 14

103 72 46 43

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

173 120 122 57

児童相談所からの送致について

１　東京ルール及び共有ガイドラインの改定

（１） 児童相談所から子ども家庭支援センターへの「送致」の新設

２　主な改定内容

《送致③》その他

《指導委託①》地域での支援

《指導委託②》家庭復帰後支援

《指導委託③》同居児童家庭への指導

合計

《送致①》不明・泣き声等

《送致②》警察からの通告（面前DV等）
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